
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（所長：税理士 本野 智之） 

No.197  令和8年1・2月号 
発 行 日 令和8年1月1日 
発 行 者 税理士法人 表会計事務所 

新年明けましておめでとうございます。 

 光陰矢のごとしという言葉通り、あっという間に１年が経過し、また新たな年の 
スタートとなりました。 

 当事務所は12月決算ですので、事務所としても新事業年度のスタートとなり、今期
は第20期の節目の年でもあります。（個人創業から数えると第46期となります） 
昨年を振り返り何が出来て、何が出来なかったかということを顧みると、忸怩たる思い
を感じますが、思うようにいかないのが当たり前と肝に銘じて、一歩でも前進できるよ
うに取り組み続けていきたいと思っています。 

 仕事をする以上は、より良い仕事、世の中の役に立つ仕事、お客様の役に立つ仕事を
目指して参ります。 
 なお、節目の年にあたり当事務所の創業者である表会長が職員と職員の家族にお礼を
伝えたいとのことで、今年は職員の家族を招いた催しを企画しております。4月開催予
定となっておりますので、どのようなものであったかを、またご報告させていただきま
す。 

 長く事業を継続できたのもお客様があってのことですので、あらためて皆様にお礼を
申し上げるとともに、この1年を皆様が健康で過ごされることをこころより祈念申し
上げます。 
本年もどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 
 

 

【iDeCo の場合】 

 

 

 

退職手当等の受給後に他の退職手当等を受け取ったとき、②の前年以前4年以内に①が行われ

ていた場合に退職所得控除額の調整を行います。 

例として、令和8年中に小規模企業共済の老齢一時金を受け取った後、退職所得控除額の調整

を受けずに会社から退職金を受け取るためには、②を令和13年以降にする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

iDeCo を受け取った後に他の退職手当等を受け取ったとき、④の前年以前 9 年以内に③が行

われていた場合に退職所得控除額の調整を受けることになります。 

例として、令和 8 年中に iDeCo を受け取った後、退職所得控除額の調整を受けずに会社から

退職金を受け取るためには、④を令和18年以降にする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

このように iDeCoには他の退職手当等と異なる制限があります。 

ただし、iDeCoや退職手当等の受取額によっては、上記調整を行ったとしても税額が少額また

はかからないことがありますので、一概に税額が増えるわけではありません。 

 

 

 

 

 

 

iDeCo と退職所得の関係について Q＆A 

iDeCo の老齢一時金を一括で受け取った場合(以下 iDeCo)、会社から受け取る退職金と同
じ退職所得として扱われます。 

そして複数の退職所得を短期間のうちに受け取った場合、その重複する勤続期間(払込期間)
を調整して所得を計算します。 
しかし、iDeCoに関しては課税の公平性の観点から、上記調整を行うことになる期間の取
扱いが他の退職所得と異なりますのでご紹介します。 

●担当者より● 

なお、iDeCo 以外の退職手当等を受け取り、その後に iDeCo を受け取る場合、上記の退職所得

控除額の調整期間は iDeCoを受け取る前年以前19年以内となります。 

その他制度の詳細や試算など具体的な内容は、当事務所担当者までご相談ください。 

                               （担当者：澤田 美典） 

【iDeCo以外の場合】 

【iDeCoの場合】 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

今回は、金沢市にあります「諸江の湯」さんをご紹介します。昔ながらの雰囲気を大切にしな
がら、リニューアルを行い、より快適な空間へと生まれ変わった諸江湯。 
地元のお客様はもちろん、初めて訪れる方でも安心して利用できる、温かみのある銭湯です。 

a 

pocapoca 諸江の湯 さん 
ま し す 紹 を 介 

は 回 
 

今 

当初は、新規のお客さまの獲得と客単価
向上を目指し、事業再構築補助金を活用
して１階に簡易カフェを増設する計画を
進めていました。 

しかし、計画が進んでいた矢先に能登半
島地震が発生し、店舗内部、とくに２階
浴場が大きく被害を受けました。この地
震により補助事業はいったん白紙となり
ましたが、その後「なりわい補助金」の
採択が決まり、２つの事業を並行して進
めることとなりました。 
２階浴場は、再度の地震でもお客さまに
危険が及ばないよう、壁面タイル張りか
ら丈夫な浴室パネルへ変更し、安全性を
高めました。 

１階待合室は、つい長居したくなるよう
な空間づくりを重視し、カフェ・物販の
充実を図りました。カフェでは、湯上が
りに心と体を整えるハーブティー、薬膳
茶、プラセンタコーヒーなど、“より良い
ライフスタイル（wellness）”の一助と
なるメニューをご用意しています。 

“女性おひとりでも 

ふらっと立ち寄れる
ウェルビーイング銭
湯“ 
これが、今回の改装に 
込めた私たち「銭湯姉妹」
の想いです。 

【諸江の湯リニューアル♪♪】 

pocapoca 諸江の湯  
住 所：金沢市諸江中丁180番地3 
T E L：076-231-6815 
営業時間  ：月 ・金：10：00～0：00 

火～木：  6：00～0：00 
          土 ・日：  6：00～0：00 
公式 HP ：https://www.poca-sentou.com/moroenoyu  
支払方法 ：現金・PayPay・d払い・au pay・各種クレジット 
料 金 ：大人 500円、中学生３００円、小学生 150円、幼児７０円 
       ※高校生は学生証提示で３００円になります！！ 
        プレパス割引もあります！！ 

 

 
 
諸江の湯オリジナル 

ハーブティーや 

オリジナルグッズなどの 

販売を予定しています。 
 
今後も、ご来店の皆さまに喜んでいただ

けるよう、サービスや空間を随時アップ

デートしていきますので、是非お楽しみ

に！ 

●担当者より●今回の改装により、より安心・快適な施設へと生まれ変わりました。 

お仕事帰りや空いた時間、女性お一人でも、ふらっと手ぶらでご利用いただける気軽さも魅力です。 

ぜひ一度お立ち寄りください。（担当者：高木 麻衣） 

 

 

新しい設備のおすすめポイント 

大人の癒し空間を 
ハンモックチェア 

スマホも 
充電できます 
FreeWiFi も 
あります!! 

 

能登海洋深層水は
ぽかぽかになると
評判です 

手ぶらセットも 
あります!! 

@023lljku 

【リニューアルの背景について】 

【今後の展望】 

温まったあとの
ひとときに、 
ぜひ１階カフェ
をご利用くださ
いね！ 
 

便利な店内 
コインランドリー 

子供達が楽しめる
キッズスペース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丙午（ひのえ・うま）の年」 
 

新年あけましておめでとうございます。 
 
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
2026年の干支、十二支は丙午（ひのえ・うま）の60年に一度の巡る年となります。 
“丙”（ひのえ）は十干の3番目で「陽」の性質を持ち、陽気の発揚を表します。 
 
“午”（うま）は十二支の 7 番目にあたり 5 行の「火」に属します。草木の成長が極限を
過ぎ、衰えの兆しを見せ始めた状態を表します。 
 
丙・午の組合せはともに「陽」と「火」の性質が重なり、情熱や行動力、勢い、エネルギ
ーが高まり進む年とされています。 
 
日本で最初の女性の高市早苗首相が就任し、二年目になろうとしています。前代未聞の積
極財政で国民生活を支え、潤し、国の将来に向けた先端事業への大胆な投資も行われま
す。幸いトランプ大統領の高関税政策の影響も限定的な様相を示し、大企業の収益は順調
に進展しています。しかしながら、中小零細企業に於いては人手不足、賃金高騰、就業時
間制約、物価高騰等といつの時代も厳しい試練に直面しているのが現状です。 
 
どうぞ「丙午」の年にちなんで“お客様の喜びこそ我が喜び”の信念と情熱を持って縦横
無尽の智慧を発揮し、行動し、実りある一年となりますことを期待しておりますとともに
ご家族仲良く健康無事なる日々良き年でありますことを心よりご祈念申し上げます。 
 
 

(会長:税理士 表 征史) 

10日 源泉所得税の納付（毎月） 

16日 所得税確定申告 受付開始 

3/2  12月決算法人の確定申告 

 6 月決算法人の予定・中間申告 
固定資産税（金沢市）第4期納付 

1月・2月の税務と行事 

13日 源泉所得税の納付（毎月） 

20日  源泉所得税の納付（納特） 

2/2  11月決算法人の確定申告 
5月決算法人の予定・中間申告 
法定調書の提出（国） 
償却資産申告・給与支払報告書提出(市) 

表会計休業日 日曜日・祝祭日 

会長（表征史）の 
祈りの言葉となっております。 励 ま し と 自 省 の 言 葉 

2月 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

 

1月 

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

https://www.poca-sentou.com/moroenoyu

